
令 和 ６ 年
３月26日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

公
立
大
学
法
人
山
口
県
立
大
学
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
医
務
保
険
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
三

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
一
定
の
区
域
の
設
定
に
関
す
る

告
示
の
一
部
改
正
（
農
林
水
産
政
策
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

柳
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
第
二
換
地
区
）
の
換
地
処
分
（
農
村
整
備
課
）

八
…
…
…
…

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
伊
保
庄
第
三
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
八

県
営
岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

八

…
…
…
…
…

防
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

九

…
…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

一
〇

…
…
…
…
…

規

則

公
立
大
学
法
人
山
口
県
立
大
学
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
四
号

公
立
大
学
法
人
山
口
県
立
大
学
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

公
立
大
学
法
人
山
口
県
立
大
学
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年

山
口
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上

げ
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業
務
の
実
績
等
に
関
す
る
報
告
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
二
条

法
第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
の
報
告
書
に
は
、
中
期
計
画
に
定
め
た
項
目
ご
と
に
自
ら

評
価
を
行
っ
た
結
果
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
を
削
り
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を

一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
五
号

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
八
号
中
「
ポ
リ
ク
ロ
リ
ネ
イ
テ
ツ
ド
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
」
を
「
ポ
リ
塩
化
ビ

一
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フ
エ
ニ
ル
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
中
「
シ
ス
ー
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

二
十
四

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

二
十
五

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

二
十
六

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

二
十
七

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

二
十
八

一
・
四－
ジ
オ
キ
サ
ン

第
四
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

別
表
第
八
の
⚑
の
二
の
⑴
の
表
の
一
の
項
中
「
○
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
○
・
○
三
ミ
リ
グ
ラ

ム
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
○
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同

表
の
九
の
項
中
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
を
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
一
〇
の
項
中
「
○
・
三

ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
○
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の
二
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。二

五

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ
う
素
一
○
ミ
リ
グ
ラ
ム

海
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
二
三
○
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
六

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

海
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ

つ
素
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
七

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化

合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に
○
・
四
を

乗
じ
た
も
の
、
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
合

計
量
一
○
○
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
八

一
・
四－

ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

別
表
第
八
の
⚑
の
二
の
⑵
の
表
の
九
の
項
中
「
五
」
を
「
二
」
に
改
め
、
同
表
中
一
三
の
項
を
削

り
、
一
四
の
項
を
一
三
の
項
と
し
、
一
五
の
項
を
一
四
の
項
と
す
る
。

別
表
第
八
の
⚑
の
三
の
表
の
五
の
項
中
「
○
・
○
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
○
・
○
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」

に
改
め
、
同
表
の
九
の
項
中
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
を
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
一
六
の
項

中
「
シ
ス－

一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
、
「
一
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
シ
ス
体
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
四

ミ
リ
グ
ラ
ム
、
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、

同
表
の
二
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
五

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ
う
素
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
六

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
七

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化

合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
に
あ
つ
て
は

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
○
・
七
ミ
リ

グ
ラ
ム
、
亜
硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に

つ
き
亜
硝
酸
性
窒
素
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
硝
酸
化
合

物
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
硝
酸
性
窒
素
○
・

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
八

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
○
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
九

一
・
四－

ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

別
表
第
十
一
の
一
の
表
の
一
の
項
中
「
○
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
○
・
○
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改

め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
○
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の
九
の

項
中
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
を
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
一
○
の
項
中
「
○
・
三
ミ
リ
グ
ラ

ム
」
を
「
○
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同
表
の
二
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
五

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ
う
素
一
○
ミ
リ
グ
ラ
ム

海
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ

う
素
二
三
○
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
六

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

海
域
以
外
の
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

海
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ

つ
素
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
七

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化

合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
に
○
・
四
を

乗
じ
た
も
の
、
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
合

計
量
一
○
○
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
八

一
・
四－

ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

別
表
第
十
一
の
二
の
表
の
九
の
項
中
「
五
」
を
「
二
」
に
改
め
、
同
表
中
一
三
の
項
を
削
り
、
一
四

の
項
を
一
三
の
項
と
し
、
一
五
の
項
を
一
四
の
項
と
す
る
。

別
表
第
十
一
の
三
の
表
の
五
の
項
中
「
○
・
○
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
○
・
○
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に

改
め
、
同
表
の
九
の
項
中
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
を
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
一
六
の
項
中

「
シ
ス－

一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
を
「
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
に
、
「
一
リ
ッ
ト

ル
に
つ
き
○
・
○
○
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
シ
ス
体
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
四
ミ

リ
グ
ラ
ム
、
ト
ラ
ン
ス
体
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
四
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
、
同

表
の
二
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
五

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ
う
素
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
六

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
に
あ
つ
て
は

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
○
・
七
ミ
リ

グ
ラ
ム
、
亜
硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
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二
七

ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化

合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

つ
き
亜
硝
酸
性
窒
素
○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
、
硝
酸
化
合

物
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
硝
酸
性
窒
素
○
・

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
八

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
○
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
九

一
・
四－

ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
○
・
○
○
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

別
表
第
十
四
の
二
中
「
排
出
水
の
汚
染
状
態
を
常
時
監
視
す
る
」
を
「
排
出
水
に
係
る
排
水
基
準
に

定
め
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
り
申
請
し
た
も
の
又
は
別
記
第
十
一
号
様
式
（
そ

の
三
）
に
よ
り
届
け
出
た
も
の
に
つ
い
て
は
一
年
に
一
回
以
上
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
必
要
に

応
じ
て
行
う
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
（
そ
の
二
）
中
「（

Ｋ
Ｗ
／
月
）

」
を
「（

ｋ
Ｗ
／
月
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「（

Ｎ
㎥
／
ｈ
）

」
を
「（

㎥
／
ｈ
）

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
指
定
工
場
又
は
汚
水
等
に
係
る
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
（
設

置
の
工
事
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
当
該
指
定
工
場
又
は
特
定
施
設
に
係
る
規
制

基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
（
別
表
第
四
の

一
の
項
、
四
の
項
及
び
五
の
項
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
令
和
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
）
は
、
改
正
後
の
山
口
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
別
表
第
八
及
び
別
表
第
十

一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
六
号

病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年

山
口
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
三
項
の
前
の
見
出
し
並
び
に
同
項
及
び
附
則
第
四
項
を
削
る
。

附
則
第
五
項
を
附
則
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
経
過
措
置
）
」
を
付
す
。

附
則
第
六
項
を
附
則
第
三
項
と
し
、
附
則
第
七
項
及
び
附
則
第
八
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
九
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
十
六
日
ま
で
の

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
山
陽
小
野
田
市
市
民
部
環
境
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

日
本
化
薬
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
一
番
一
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

日
本
化
薬
株
式
会
社
厚
狭
工
場
川
東
工
場

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
二
九
一
七
番
地
の
一

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

三
三－

イ

(二
基
)

六
、
二
〇
〇

(㎏
／
回
)
令
和
六
、

四
、
一
七
令
和
六
、

一
一
、
三
〇
令
和
七
、

一
、
一
〇
断

続
二
〇
時
間
変
動
な
し

三

山 口 県 報 （定期） 第 489 号令和６年３月26日 火曜日



〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－

ロ

(四
基
)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－
ロ

(二
基
)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－

ニ

(四
基
)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－

ニ

(二
基
)

九
、
五
〇
〇

(ℓ
／
回
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

六
、
二
〇
〇

(ℓ
／
回
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
〇

(㎏
／
回
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－

ニ

一
、
二
〇
〇

(ℓ
／
回
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
三－

リ

(二
基
)

四
〇

(㎥
／
分
)
〃

〃

〃

連

続
二
四
時
間
〃

三
三－

ヌ

(二
基
)

〃

〃

〃

〃

断

続
三
時
間
〃

〃

五

(㎥
／
分
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

備
考

「
三
三－

イ
」
、
「
三
三－

ロ
」
、
「
三
三－

ニ
」
、
「
三
三－

リ
」
及
び
「
三
三－

ヌ
」
と
は
、
水

質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
三
十
三
号
の
合
成
樹
脂
製

造
業
の
用
に
供
す
る
縮
合
反
応
施
設
、
水
洗
施
設
、
静
置
分
離
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
湿
式
集
じ

ん
施
設
を
い
う
。

㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

三
三－

イ

(二
基
)

七
・
五

七

～

八

三
、
〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

五
〇

一
〇
〇

一
〇

一
五

五

一
五

三
九

五
〇
・
八

〃

〃

〃

一
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

︱

二

三
三－

ロ

(四
基
)

〃

〃

三
、
〇
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
八

五
七
・
六

四
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三
三－

ロ

(二
基
)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
五

五
四

三
三－

ニ

(四
基
)

〃

六

～

九
五
〇
、
〇
〇
〇
六
〇
、
〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
・
二

一
・
六

三
三－
ニ

(二
基
)

〃

〃

⟌⟉⟉、⟉⟉⟉

⟍⟉⟉、⟉⟉⟉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

六

七
・
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
五
〇
、
〇
〇
〇
六
〇
、
〇
〇
〇

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
六

〇
・
八

三
三－

ニ

〃

〃

⟌⟉⟉、⟉⟉⟉

⟍⟉⟉、⟉⟉⟉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
九

一
・
一

三
三－

リ

(二
基
)

一
一

九
～一

一

八
〇

二
四
〇

一
〇
〇

二
〇
〇

〃

〃

〃

〃

一
〇

一
四

三
三－

ヌ

(二
基
)

一
二

一
一

～一
四

五

一
〇

五

一
〇
検
出
せ
ず

〇
・
五
検
出
せ
ず

〇
・
一

一

二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
二

〇
・
四

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．2

排

水

口

七

六

～

八
・
五

二
〇

六
〇

一
〇

三
〇

二

一
〇

一
五

二
・
二

三

三
七
四

四
八
二
・
五

山
口
県
告
示
第
九
十
六
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

大
井
湊
区
域

大
型
定
置
網
漁
業
、
主
と
し
て
は
え
縄
を
使
用
し
て
ふ
ぐ
又
は

あ
ま
だ
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
及
び
籠
を
使
用
し

て
ば
い
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

五
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山
口
県
告
示
第
九
十
七
号

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
二
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
一
定
の
区
域
の
設
定
に
関
す

る
告
示
（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県
告
示
第
八
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

三
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

四

く
る
ま
え
び
養
殖
業

加
入
区
の
名
称

区

域

東
岐
波
加
入
区

山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
宇
部
市
大
字
東
岐
波
の
地
域

山
口
県
告
示
第
九
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
関
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

下
関
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
下
水
道
事
業
下
関
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

下
関
市
田
中
町
、
南
部
町
、
観
音
崎
町
、
岬
之
町
、
入
江
町
、
名
池
町
、
細
江
町
一
丁
目
、
細
江

町
二
丁
目
、
細
江
町
三
丁
目
、
細
江
新
町
、
西
入
江
町
、
幸
町
、
桜
山
町
、
大
平
町
、
筋
川
町
、
筋

ケ
浜
町
、
南
大
坪
町
、
西
大
坪
町
、
関
西
町
、
関
西
本
町
、
長
崎
新
町
、
長
崎
中
央
町
、
長
崎
町
一

丁
目
、
長
崎
本
町
、
長
門
町
、
伊
崎
町
一
丁
目
、
伊
崎
町
二
丁
目
、
貴
船
町
一
丁
目
、
貴
船
町
二
丁

目
、
貴
船
町
三
丁
目
、
貴
船
町
四
丁
目
、
上
田
中
町
一
丁
目
、
上
田
中
町
二
丁
目
、
上
田
中
町
三
丁

目
、
上
田
中
町
四
丁
目
、
上
田
中
町
五
丁
目
、
上
田
中
町
六
丁
目
、
上
田
中
町
七
丁
目
、
上
田
中
町

八
丁
目
、
上
新
地
町
一
丁
目
、
上
新
地
町
二
丁
目
、
上
新
地
町
三
丁
目
、
上
新
地
町
四
丁
目
、
上
新

地
町
五
丁
目
、
豊
前
田
町
一
丁
目
、
豊
前
田
町
二
丁
目
、
豊
前
田
町
三
丁
目
、
丸
山
町
一
丁
目
、
丸

山
町
二
丁
目
、
丸
山
町
三
丁
目
、
丸
山
町
四
丁
目
、
丸
山
町
五
丁
目
、
宮
田
町
一
丁
目
、
宮
田
町
二

丁
目
、
本
町
一
丁
目
、
本
町
二
丁
目
、
本
町
三
丁
目
、
本
町
四
丁
目
、
山
の
口
町
、
東
大
和
町
一
丁

目
、
東
大
和
町
二
丁
目
、
春
日
町
、
新
地
町
、
中
央
町
、
笹
山
町
、
竹
崎
町
一
丁
目
、
竹
崎
町
二
丁

目
、
竹
崎
町
三
丁
目
、
竹
崎
町
四
丁
目
、
今
浦
町
、
新
地
西
町
、
大
和
町
一
丁
目
、
大
和
町
二
丁

目
、
赤
間
町
、
西
観
音
町
、
東
観
音
町
、
上
条
町
、
神
田
町
一
丁
目
、
神
田
町
二
丁
目
、
西
神
田

町
、
東
神
田
町
、
山
手
町
、
栄
町
、
元
町
、
向
洋
町
一
丁
目
、
向
洋
町
二
丁
目
、
向
洋
町
三
丁
目
、

向
山
町
、
東
向
山
町
、
後
田
町
一
丁
目
、
後
田
町
二
丁
目
、
後
田
町
三
丁
目
、
後
田
町
四
丁
目
、
後

田
町
五
丁
目
、
羽
山
町
、
大
坪
本
町
、
汐
入
町
、
金
比
羅
町
、
武
久
町
一
丁
目
、
武
久
町
二
丁
目
、

山
の
田
本
町
、
山
の
田
中
央
町
、
山
の
田
東
町
、
山
の
田
西
町
、
山
の
田
北
町
、
山
の
田
南
町
、
大

学
町
一
丁
目
、
大
学
町
二
丁
目
、
大
学
町
三
丁
目
、
大
学
町
四
丁
目
、
大
学
町
五
丁
目
、
幡
生
本

町
、
幡
生
宮
の
下
町
、
生
野
町
一
丁
目
、
生
野
町
二
丁
目
、
幡
生
町
一
丁
目
、
幡
生
町
二
丁
目
、
三

河
町
、
宝
町
、
彦
島
海
士
郷
町
、
彦
島
老
町
一
丁
目
、
彦
島
老
町
二
丁
目
、
彦
島
老
町
三
丁
目
、
彦

島
本
村
町
一
丁
目
、
彦
島
本
村
町
二
丁
目
、
彦
島
本
村
町
三
丁
目
、
彦
島
本
村
町
四
丁
目
、
彦
島
本

村
町
五
丁
目
、
彦
島
本
村
町
六
丁
目
、
彦
島
本
村
町
七
丁
目
、
彦
島
迫
町
一
丁
目
、
彦
島
迫
町
二
丁

目
、
彦
島
迫
町
三
丁
目
、
彦
島
迫
町
四
丁
目
、
彦
島
迫
町
五
丁
目
、
彦
島
迫
町
六
丁
目
、
彦
島
迫
町

七
丁
目
、
彦
島
西
山
町
一
丁
目
、
彦
島
西
山
町
二
丁
目
、
彦
島
西
山
町
三
丁
目
、
彦
島
西
山
町
四
丁

目
、
彦
島
西
山
町
五
丁
目
、
彦
島
竹
ノ
子
島
町
、
彦
島
江
の
浦
町
一
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
二
丁

目
、
彦
島
江
の
浦
町
三
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
四
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
五
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町

六
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
七
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
八
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
九
丁
目
、
彦
島
桜
ケ

丘
町
、
彦
島
弟
子
待
町
一
丁
目
、
彦
島
弟
子
待
町
二
丁
目
、
彦
島
弟
子
待
町
三
丁
目
、
彦
島
田
の
首

町
一
丁
目
、
彦
島
田
の
首
町
二
丁
目
、
彦
島
塩
浜
町
一
丁
目
、
彦
島
塩
浜
町
二
丁
目
、
彦
島
塩
浜
町

三
丁
目
、
彦
島
塩
浜
町
四
丁
目
、
彦
島
杉
田
町
一
丁
目
、
彦
島
杉
田
町
二
丁
目
、
彦
島
福
浦
町
一
丁

目
、
彦
島
福
浦
町
二
丁
目
、
彦
島
福
浦
町
三
丁
目
、
彦
島
角
倉
町
一
丁
目
、
彦
島
角
倉
町
二
丁
目
、

彦
島
角
倉
町
三
丁
目
、
彦
島
角
倉
町
四
丁
目
、
彦
島
緑
町
、
彦
島
向
井
町
一
丁
目
、
彦
島
向
井
町
二

丁
目
、
彦
島
山
中
町
一
丁
目
、
彦
島
山
中
町
二
丁
目
、
垢
田
町
一
丁
目
、
垢
田
町
二
丁
目
、
垢
田
町

三
丁
目
、
垢
田
町
四
丁
目
、
垢
田
町
五
丁
目
、
新
垢
田
東
町
一
丁
目
、
新
垢
田
東
町
二
丁
目
、
新
垢

田
西
町
一
丁
目
、
新
垢
田
西
町
二
丁
目
、
新
垢
田
西
町
三
丁
目
、
新
垢
田
西
町
四
丁
目
、
新
垢
田
南

町
一
丁
目
、
新
垢
田
南
町
二
丁
目
、
新
垢
田
南
町
三
丁
目
、
新
垢
田
北
町
、
古
屋
町
一
丁
目
、
古
屋

町
二
丁
目
、
綾
羅
木
本
町
一
丁
目
、
綾
羅
木
本
町
二
丁
目
、
綾
羅
木
本
町
三
丁
目
、
綾
羅
木
本
町
四

丁
目
、
綾
羅
木
本
町
五
丁
目
、
綾
羅
木
本
町
六
丁
目
、
綾
羅
木
本
町
七
丁
目
、
綾
羅
木
本
町
八
丁

目
、
綾
羅
木
本
町
九
丁
目
、
綾
羅
木
南
町
一
丁
目
、
綾
羅
木
南
町
二
丁
目
、
綾
羅
木
南
町
三
丁
目
、

川
中
本
町
、
川
中
本
町
一
丁
目
、
川
中
本
町
二
丁
目
、
川
中
豊
町
一
丁
目
、
川
中
豊
町
二
丁
目
、
川
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中
豊
町
三
丁
目
、
川
中
豊
町
四
丁
目
、
川
中
豊
町
五
丁
目
、
川
中
豊
町
六
丁
目
、
川
中
豊
町
七
丁

目
、
熊
野
町
一
丁
目
、
熊
野
町
二
丁
目
、
熊
野
町
三
丁
目
、
熊
野
西
町
、
稗
田
町
、
稗
田
中
町
、
稗

田
北
町
、
稗
田
南
町
、
稗
田
西
町
、
長
府
古
城
町
、
長
府
四
王
司
町
、
長
府
新
四
王
司
町
、
長
府
豊

浦
町
、
長
府
中
尾
町
、
長
府
中
土
居
本
町
、
長
府
中
土
居
北
町
、
長
府
中
六
波
町
、
長
府
日
の
出

町
、
長
府
豊
城
町
、
長
府
前
八
幡
町
、
長
府
八
幡
町
、
長
府
印
内
町
、
長
府
港
町
、
長
府
江
下
町
、

長
府
松
小
田
本
町
、
長
府
松
小
田
中
町
、
長
府
松
小
田
東
町
、
長
府
松
小
田
西
町
、
長
府
松
小
田
北

町
、
長
府
松
小
田
南
町
、
長
府
三
島
町
、
長
府
才
川
一
丁
目
、
長
府
才
川
二
丁
目
、
清
末
五
毛
一
丁

目
、
清
末
中
町
一
丁
目
、
清
末
中
町
二
丁
目
、
清
末
西
町
一
丁
目
、
清
末
西
町
二
丁
目
、
清
末
西
町

三
丁
目
、
清
末
本
町
、
清
末
鞍
馬
一
丁
目
、
清
末
鞍
馬
二
丁
目
、
清
末
鞍
馬
三
丁
目
、
清
末
鞍
馬
四

丁
目
、
清
末
鞍
馬
五
丁
目
、
清
末
陣
屋
、
清
末
大
門
、
清
末
千
房
一
丁
目
、
清
末
千
房
二
丁
目
、
清

末
千
房
三
丁
目
、
王
司
神
田
一
丁
目
、
王
司
神
田
二
丁
目
、
王
司
神
田
三
丁
目
、
王
司
神
田
五
丁

目
、
王
司
神
田
六
丁
目
、
王
司
川
端
一
丁
目
、
王
司
川
端
二
丁
目
、
王
司
上
町
一
丁
目
、
王
司
上
町

二
丁
目
、
王
司
上
町
三
丁
目
、
王
司
上
町
四
丁
目
、
王
司
上
町
五
丁
目
、
王
司
本
町
一
丁
目
、
王
司

本
町
二
丁
目
、
王
司
本
町
三
丁
目
、
王
司
本
町
四
丁
目
、
王
司
本
町
五
丁
目
、
王
司
本
町
六
丁
目
、

王
司
南
町
、
亀
浜
町
、
ゆ
め
タ
ウ
ン
、
乃
木
浜
一
丁
目
、
乃
木
浜
二
丁
目
、
乃
木
浜
三
丁
目
、
伊
倉

町
一
丁
目
、
伊
倉
町
二
丁
目
、
伊
倉
町
三
丁
目
、
伊
倉
東
町
、
伊
倉
本
町
、
秋
根
新
町
、
秋
根
西
町

一
丁
目
、
秋
根
西
町
二
丁
目
、
秋
根
本
町
一
丁
目
、
秋
根
本
町
二
丁
目
、
秋
根
北
町
、
秋
根
南
町
一

丁
目
、
秋
根
南
町
二
丁
目
、
一
の
宮
町
一
丁
目
、
一
の
宮
町
二
丁
目
、
一
の
宮
町
三
丁
目
、
一
の
宮

町
四
丁
目
、
一
の
宮
町
五
丁
目
、
一
の
宮
学
園
町
、
綾
羅
木
新
町
一
丁
目
、
綾
羅
木
新
町
二
丁
目
、

綾
羅
木
新
町
三
丁
目
、
綾
羅
木
新
町
四
丁
目
、
梶
栗
町
一
丁
目
、
梶
栗
町
二
丁
目
、
梶
栗
町
三
丁

目
、
梶
栗
町
四
丁
目
、
梶
栗
町
五
丁
目
、
長
府
逢
坂
町
、
長
府
安
養
寺
一
丁
目
、
長
府
安
養
寺
二
丁

目
、
長
府
安
養
寺
三
丁
目
、
長
府
安
養
寺
四
丁
目
、
長
府
金
屋
町
、
長
府
亀
の
甲
一
丁
目
、
長
府
亀

の
甲
二
丁
目
、
長
府
川
端
一
丁
目
、
長
府
川
端
二
丁
目
、
長
府
紺
屋
町
、
長
府
惣
社
町
、
長
府
珠
の

浦
町
、
長
府
羽
衣
町
、
長
府
羽
衣
南
町
、
長
府
古
江
小
路
町
、
長
府
宮
の
内
町
、
長
府
黒
門
南
町
、

長
府
外
浦
町
、
長
府
黒
門
東
町
、
長
府
新
松
原
町
、
長
府
松
原
町
、
長
府
宮
崎
町
、
長
府
侍
町
一
丁

目
、
長
府
侍
町
二
丁
目
、
長
府
東
侍
町
、
長
府
南
之
町
、
長
府
中
浜
町
、
長
府
土
居
の
内
町
、
長
府

中
之
町
、
長
府
金
屋
浜
町
、
小
月
茶
屋
一
丁
目
、
小
月
茶
屋
二
丁
目
、
小
月
茶
屋
三
丁
目
、
小
月
駅

前
一
丁
目
、
小
月
本
町
一
丁
目
、
小
月
本
町
二
丁
目
、
小
月
公
園
町
、
小
月
小
島
一
丁
目
、
小
月
小

島
二
丁
目
、
小
月
幸
町
、
小
月
杉
迫
一
丁
目
、
小
月
杉
迫
二
丁
目
、
小
月
杉
迫
三
丁
目
、
小
月
高
雄

町
、
小
月
西
の
台
、
小
月
京
泊
、
小
月
市
原
町
、
小
月
宮
の
町
、
椋
野
町
一
丁
目
、
椋
野
町
二
丁

目
、
椋
野
町
三
丁
目
、
富
任
町
一
丁
目
、
富
任
町
二
丁
目
、
富
任
町
三
丁
目
、
富
任
町
四
丁
目
、
富

任
町
五
丁
目
、
富
任
町
六
丁
目
、
富
任
町
七
丁
目
、
富
任
町
八
丁
目
、
安
岡
駅
前
一
丁
目
、
安
岡
駅

前
二
丁
目
、
安
岡
本
町
一
丁
目
、
安
岡
本
町
二
丁
目
、
安
岡
本
町
三
丁
目
、
安
岡
町
一
丁
目
、
安
岡

町
二
丁
目
、
安
岡
町
三
丁
目
、
安
岡
町
四
丁
目
、
安
岡
町
五
丁
目
、
安
岡
町
六
丁
目
、
安
岡
町
七
丁

目
、
安
岡
町
八
丁
目
、
横
野
町
一
丁
目
、
横
野
町
二
丁
目
、
横
野
町
三
丁
目
、
横
野
町
四
丁
目
、
石

神
町
、
唐
戸
町
、
阿
弥
陀
寺
町
、
あ
る
か
ぽ
ー
と
、
卸
新
町
、
み
も
す
そ
川
町
、
壇
之
浦
町
、
藤
ヶ

谷
町
、
椋
野
上
町
、
一
の
宮
住
吉
一
丁
目
、
一
の
宮
住
吉
二
丁
目
、
一
の
宮
住
吉
三
丁
目
、
一
の
宮

本
町
一
丁
目
、
一
の
宮
本
町
二
丁
目
、
秋
根
東
町
、
形
山
み
ど
り
町
、
秋
根
上
町
一
丁
目
、
秋
根
上

町
二
丁
目
、
秋
根
上
町
三
丁
目
、
勝
谷
新
町
一
丁
目
、
勝
谷
新
町
二
丁
目
、
勝
谷
新
町
三
丁
目
、
勝

谷
新
町
四
丁
目
、
前
勝
谷
町
、
長
府
野
久
留
米
町
、
長
府
浜
浦
町
、
長
府
浜
浦
南
町
、
長
府
向
田

町
、
長
府
高
場
町
、
前
田
一
丁
目
、
前
田
二
丁
目
、
長
府
満
珠
町
、
長
府
満
珠
新
町
、
藤
附
町
、
中

之
町
、
彦
島
弟
子
待
東
町
、
千
鳥
ヶ
丘
町
、
長
府
浜
浦
西
町
、
彦
島
老
の
山
公
園
、
形
山
町
、
一
の

宮
卸
本
町
、
一
の
宮
東
町
二
丁
目
、
一
の
宮
東
町
三
丁
目
、
東
勝
谷
、
楠
乃
二
丁
目
、
楠
乃
三
丁

目
、
楠
乃
四
丁
目
、
楠
乃
五
丁
目
、
長
府
黒
門
町
、
小
月
南
町
、
王
喜
本
町
一
丁
目
、
王
喜
本
町
二

丁
目
、
王
喜
本
町
三
丁
目
、
王
喜
本
町
四
丁
目
、
王
喜
本
町
五
丁
目
、
王
喜
本
町
六
丁
目
、
木
屋
川

南
町
三
丁
目
、
木
屋
川
南
町
四
丁
目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋
上
町
二
丁
目
、
松
屋
上
町
三
丁

目
、
松
屋
本
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町
二
丁
目
、
松
屋
本
町
三
丁
目
、
松
屋
東
町
二
丁
目
、
田
倉
御
殿

町
一
丁
目
、
田
倉
御
殿
町
二
丁
目
、
伊
倉
新
町
一
丁
目
、
伊
倉
新
町
二
丁
目
、
伊
倉
新
町
三
丁
目
、

伊
倉
新
町
四
丁
目
、
伊
倉
新
町
五
丁
目
、
新
椋
野
一
丁
目
、
新
椋
野
二
丁
目
、
新
椋
野
三
丁
目
、
吉

見
古
宿
町
、
吉
見
里
町
一
丁
目
、
吉
見
里
町
二
丁
目
、
吉
見
本
町
一
丁
目
、
吉
見
本
町
二
丁
目
、
吉

見
新
町
一
丁
目
、
吉
見
新
町
二
丁
目
、
永
田
本
町
一
丁
目
、
永
田
本
町
二
丁
目
、
永
田
本
町
三
丁

目
、
永
田
本
町
四
丁
目
、
木
屋
川
一
丁
目
、
木
屋
川
二
丁
目
、
木
屋
川
本
町
一
丁
目
、
木
屋
川
本
町

二
丁
目
、
大
字
垢
田
、
大
字
有
富
、
大
字
石
原
、
大
字
楠
乃
、
大
字
豊
浦
村
、
大
字
前
田
、
大
字
伊

倉
、
大
字
宇
部
、
大
字
綾
羅
木
、
大
字
田
倉
、
大
字
秋
根
、
大
字
勝
谷
、
大
字
藤
ヶ
谷
、
大
字
松
小

田
、
大
字
才
川
、
大
字
小
月
町
、
大
字
清
末
、
大
字
吉
見
下
、
大
字
福
江
、
吉
見
竜
王
町
、
大
字
永

田
郷
、
大
字
吉
田
地
方
及
び
大
字
吉
田

山
口
県
告
示
第
九
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
関
北
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

下
関
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

下
関
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業
下
関
市
公
共
下
水
道

六
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三

事
業
施
行
期
間

平
成
六
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
棚
、
豊
浦
町
大
字
小
串
及
び
豊
浦
町
大
字
吉
永

山
口
県
告
示
第
百
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
柳
井
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

施
行
者
の
名
称

柳
井
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

柳
井
都
市
計
画
下
水
道
事
業
柳
井
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

柳
井
市
片
野
西
、
山
根
、
姫
田
、
東
土
手
、
新
天
地
、
天
神
、
土
手
町
、
新
市
北
、
新
市
、
新
市

南
、
新
市
沖
、
北
浜
、
南
浜
一
丁
目
、
南
浜
二
丁
目
、
南
浜
三
丁
目
、
中
央
一
丁
目
、
中
央
二
丁

目
、
中
央
三
丁
目
、
駅
南
、
南
町
一
丁
目
、
南
町
二
丁
目
、
南
町
三
丁
目
、
南
町
四
丁
目
、
南
町
五

丁
目
、
南
町
六
丁
目
、
南
町
七
丁
目
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
南
町
、
柳
井
、
柳
井
津
、
古
開
作
及
び
新
庄

公

告

（
五
一
）
県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
第
二
換
地
区
）
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
第
二
換
地
区
の
換
地
処
分
を
次
の
と

お
り
行
い
ま
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

換
地
処
分
の
年
月
日

令
和
六
年
三
月
六
日

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
長
穂
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
（
第
二
換
地
区
）
換
地
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た

換
地
計
画
の
と
お
り

（
五
二
）
国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
伊
保
庄
第
三
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
南
周
防
地
区
伊
保
庄
第
三
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備
事
業
（
南
周
防
地
区
伊
保
庄
第
三
換
地
区
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
五
三
）
県
営
岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
岩
永
本
郷
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
五
日
ま
で
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三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
五
四
）
防
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

防
府
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
防
府
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
一
環
状
一
号
線

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
三
十
二
大
林
寺
仁
井
令
町
線

防
府
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
三
十
九
柳
原
四
⁋
線

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
一
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
同
表
の
三
十
一
の
表
」
を
「
同
表
の
三
十
の
表
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
一
の
表
を
削
る
。

別
表
第
一
の
二
の
表
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
表
を
別
表
第
一

の
一
の
表
と
す
る
。

第
５
条
第
１
項

審
査
基
準
の
設
定

第
５
条
第
３
項

審
査
基
準
の
公
表

第
６
条

標
準
処
理
期
間
の
設
定
及
び
公
表

第
12条
第
１
項

処
分
基
準
の
設
定
及
び
公
表

別
表
第
一
の
三
の
表
を
別
表
第
一
の
二
の
表
と
す
る
。

別
表
第
一
の
四
の
表
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
表
を
別
表
第
一

の
三
の
表
と
す
る
。

第
４
条
第
１
項

審
査
基
準
の
設
定

第
４
条
第
３
項

審
査
基
準
の
公
表

第
５
条

標
準
処
理
期
間
の
設
定
及
び
公
表

第
11条
第
１
項

処
分
基
準
の
設
定
及
び
公
表

別
表
第
一
中
五
の
表
を
四
の
表
と
し
、
六
の
表
か
ら
十
五
の
表
ま
で
を
一
表
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
中
十
六
の
表
を
削
り
、
十
七
の
表
を
十
五
の
表
と
し
、
十
八
の
表
か
ら
二
十
九
の
表
ま
で

を
二
表
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
の
三
十
の
表
第
五
条
第
二
項
の
項
中
「及

び
認
定
証
の
交
付

」
を
削
り
、
同
表
第
五
条
第

五
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
七
条
第
二
項
の
項
中
「認

定
証

」
を
「認

定

」
に
改
め
、
同
表
第
十
一
条

第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
を
別
表
第
一
の
二
十
八
の
表
と
す
る
。

別
表
第
一
中
三
十
一
の
表
を
二
十
九
の
表
と
し
、
三
十
二
の
表
か
ら
七
十
八
の
表
ま
で
を
二
表
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
の
七
十
九
の
表
第
五
条
第
二
項
の
項
中
「及

び
認
定
証
の
交
付

」
を
削
り
、
同
表
第
五
条

第
五
項
の
項
及
び
第
八
条
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
を
別
表
第
一
の
七
十
七
の
表
と
す
る
。

別
表
第
一
中
八
十
の
表
を
七
十
八
の
表
と
し
、
八
十
一
の
表
か
ら
九
十
六
の
表
ま
で
を
二
表
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

別
表
第
二
の
六
の
表
第
十
一
条
第
一
項
〔
準
用
〕
第
十
一
条
第
四
項
、
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
十

七
条
第
二
項
の
項
中
「第

11条
第
⚔
項

」
を
「第

11条
第
⚓
項

」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
条
第
一
項
・

第
二
項
の
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
12条

死
亡
等
の
届
出
書
の
受
理

別
表
第
二
の
七
の
表
第
七
条
第
一
項
の
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
の
項
を
削
る
。 八
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別
表
第
二
の
十
の
表
第
四
条
第
三
項
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
中
十
一
の
表
を
削
り
、
十
二
の
表
を
十
一
の
表
と
し
、
十
三
の
表
か
ら
三
十
二
の
表
ま
で

を
一
表
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
の
三
十
三
の
表
第
九
条
第
一
項
・
第
二
項
の
項
中
「返

納
に
係
る
認
定
証
の
受
領

」
を

「廃
業
等
の
届
出
書
の
受
理

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
の
三
十
二
の
表
と
す
る
。

別
表
第
二
中
三
十
四
の
表
を
削
り
、
三
十
五
の
表
を
三
十
三
の
表
と
し
、
三
十
六
の
表
か
ら
四
十
の

表
ま
で
を
二
表
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

山
口
県
公
安
委
員
会

表
山
口
県
岩
国
警
察
署
の
部
深
須
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
削
り
、
同
部
宇
佐
郷
警
察
官
駐
在
所
の
項

所
管
区
の
欄
中
「
の
う
ち
」
の
下
に
「
錦
町
深
川
、
錦
町
須
川
、
」
を
加
え
、
同
表
山
口
県
柳
井
警
察

署
の
部
和
田
警
察
官
連
絡
所
の
項
を
削
り
、
同
表
山
口
県
山
口
警
察
署
の
部
串
警
察
官
連
絡
所
の
項
を

削
り
、
同
表
山
口
県
宇
部
警
察
署
の
部
新
川
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
南
浜
町
二
丁
目
」
の
下
に

「
、
居
能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二
丁
目
、
居
能
町
三
丁
目
、
文
京
町
、
鍋
倉
町
」
を
、
「
下
条
二
丁

目
」
の
下
に
「
、
上
条
一
丁
目
、
上
条
二
丁
目
、
上
条
三
丁
目
、
上
条
四
丁
目
、
上
条
五
丁
目
、
北
条

一
丁
目
、
北
条
二
丁
目
、
東
藤
曲
一
丁
目
、
東
藤
曲
二
丁
目
、
文
京
台
一
丁
目
、
文
京
台
二
丁
目
、
文

京
台
三
丁
目
、
東
平
原
一
丁
目
、
東
平
原
二
丁
目
、
南
中
山
町
、
浜
田
一
丁
目
、
浜
田
二
丁
目
、
浜
田

三
丁
目
、
松
崎
町
、
西
平
原
一
丁
目
、
西
平
原
二
丁
目
、
西
平
原
三
丁
目
、
西
平
原
四
丁
目
、
岩
鼻

町
」
を
、
「
大
字
小
串
」
の
下
に
「
、
大
字
藤
曲
、
大
字
中
山
」
を
加
え
、
同
部
居
能
警
察
官
駐
在
所

の
項
を
削
り
、
同
部
小
野
警
察
官
駐
在
所
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
大
字
稔
小
野
」
を
「
大
字
棯
小
野
」

に
改
め
、
同
表
山
口
県
長
府
警
察
署
の
部
豊
田
中
警
察
官
連
絡
所
の
項
を
削
る
。

令
和
六
年
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十
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日
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発
行
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令
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六
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